
理由

地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）業務内容に精通し、適正かつ円滑な業
務が期待できる左記業者と随意契約を行っ
た。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）業務内容に精通し、適正かつ円滑な業
務が期待できる左記業者と随意契約を行っ
た。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）業務内容に精通し、適正かつ円滑な業
務が期待できる左記業者と随意契約を行っ
た。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）業務内容に精通し、適正かつ円滑な業
務が期待できる左記業者と随意契約を行っ
た。

令和４年度新型コロナワクチン配送業務（そ
の３）

大阪狭山市内全域 令和4年9月30日 令和4年10月1日
1回当たり　16,500円 ～令和5年3月31日

3,918,750円 ～令和5年3月31日
令和４年度駐車場管理業務（その７） 保健センター駐車場及び周辺

道路
令和4年9月30日 令和4年10月1日

令和4年10月1日 （株）ヒト・コミュニ
ケーションズ関西支社

令和４年度集団接種実施体制整備業務（その
７）

随意契約結果一覧表

令和4年10月1日
～令和5年3月31日

場　所
契約日
契約金額
令和4年9月30日

大阪狭山市立保健センター 令和4年9月30日

（株）アカツキ

堺南運輸商社（株）

11,514,800円
(単価契約)

(単価契約)

～令和5年3月31日

件　名 期間

52,492,000円

請負人

令和４年度新型コロナウイルスワクチン接種
体制整備業務（その２）

大阪狭山市新型コロナワクチ
ンコールセンター、大阪狭山
市立保健センター
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